
企
部
古
政
志
巻
四

村
地
下
有
v
間出

4

及
ν
至畠
中
旬
↓
共
響
怨
ι
垣
壁
↓
政
z
損
総
↓
地
制
説
者
政
成
島

共
地
裂
之
市
出

e

皆
有
Hh
出口m-騰
上
・
而
見
“決
中
-
有
ν
物

e

小
者
如
ν
狛

d

大

者
如
ν
峻・

凡
敏
十
綴
扱
奔
走
・
共
腹
皆
赤
・
共
同
明
由
時
似
品
数
筒
部
門
鳴
↓
居

-一一一
一日
・
皆
不
v
知
=共
所
暫
之
-
而
地
動
亦
息
・
人
皆
間

e

共
所
v
見
之
物
・

疑
nI
守
宮
之
大
者
也

4

問団仰
a

木
地
公
城
郡
中
有
=
大
守
広
↓
共
存
腕
四

五
尺
。
恐
帥
共
類
也
云
々
.
按
宇
る
に
、
井
守
村
の
色
名
も
、
い
に
し

へ
よ
り
さ
る
大
な
る
燦
鍛
佐
み
た
る
に
依
り
て
、

邑
名
に
呼
べ
る
な

る
べ
し
。

・以
遠
録
医
、
越
中
宮
山
探
訪
河
原
友
る
諏
訪
の
地
は
.
そ

の
深
き
事
抽
出
瞬時
な
る
を
知
ら
A
Y
・
此
の
地
の
主
は
‘
袋
線
に
似
た
る

物
に
て
、
版
赤
〈
脊
撰
く
、
其
の
丈
け
丈
陀
除
れ
り
。
水
面
に
照
る

A
K
・
胴
よ
り
上
を
出
し
、

限
の
光
す
さ
ま
じ
く
、
見
る
者
驚
怖
す
。

と
い

へ
り
。

O
七
十

閉

門

此
の
門
は
、
鼠
多
門
橋
よ
り
金
谷
出
丸

へ
の
通
行
門
に
て
、
四
，丸
の

郎
外
な
る
惣
門
た
り
。
故
K
務
の
将
士
と
い

へ
ど
も
、
狼
り
に
通
行

を
許
さ
れ
宇
。
羽
倉
呂
田
央
自
記
陀
去
ふ
。
元
秘
元
年
十
二
月
廿
九
日
.

只
今
迄
者
、
金
谷
七
十
問
之
御
門
往
来
之
事
、
御
央
小
持
組
之
筆

者
、
雌
v
再崎=批
年
“
勝
手
次
第
罷
泊
。
沿
幼
少
之
町
々
者
、
必
以
a
右
雨

一
、
御
作
事
務
行
井
支
配
之
者

一
、
御
段
物
山中行

右
御
用
有
v
之
時
分
往
来
可
b

仕
候
。

先山
品
分
如
v
此
相
同制
。
此
儀
明
日
よ
り
陀
而
も
、
明
後
日
よ
り
に
而
も

被
i

仰
出
一
官
。
と
あ
り
。
叉
翌
二
年

正
月
二
日
の
俊
K
、
年
内
被
ι
仰

出
一
今
日
よ
り
金
谷

七
十
問
御
門
従
来
之
背
中
、
御
指
幽
之
町
々
之
外

被

hp止
之
mm
叩
。
と
あ
り
。
按
・干
る
に
J
加
藤
般
貸
の
蘭
山
私
記
陀
、

質
勝
九
年
四
月
の
火
災
陀
、
七
拾
間
長
屋
門
火
難
を
遁
れ
残
り
た
る

よ
し
見
h
た
れ
ば
‘
此
の
門
も
鼠
事
門
と
同
じ
〈
.
寛
永
の
民
逃
管

あ
り
し

俊
一
た
り
し
か
ぽ
.
甚
だ
古
宮
遺
作
危
り
し
と
と
知
ら
れ
け

り
。
金
部
町
人
野
村
直
五
郎
の
・
問
符
怨
に
、
八
世
之
組
父
三
簡
屋
九

郎
兵
街
、
中品

武
十
三
年
火
事
以
前
は
、
御
提
之
遊
山
崎
町
角
屋
敷
拝

領
地
底
位
仕
罷
在
。
共
棚
七
十
間
御
門
御
紛
之
節
は
‘
丸
郎
兵
衛
位

宅
に
御
祢
所
相
立
。
右
火
都
以
後
、
茜
右
術
門
坂
下
上
堤
町
御
門
近

角
屋
敷
拝
領
被
i

仰
付
↓
と
あ
り
。
按
宇
る
に
.
立
永
十
三
年
の
火
事

と
い
ふ
は
、
十
二
年
乙
亥
五
月
九
日
の
火
災
K
て‘

或
は
十
三
年
と

も
記
載
す
。
先
K
K
の
七
十
問
門
は
‘
未
だ
金
谷
出
丸
出
来
せ
ざ
る
頃

に
て
.
後
の
門
と
は
回
世
り
し
と
聞
ゆ
。

金
揮
官
蹴
志
品
世
田

四

御
門
司往
来
仕
来
。
旦
叉
御
近
期
日
符
役
人
兵
御
納
戸
御
合
物
挙
行

等
、
勝
手
次
第
往
来
仕
候
蕗
・
今
日
被
a
仰
出
-
候
布
、
右
八
人
之
御
央

小
将
之
外
者
、
幼
少
之
輩
も
河
北・
石
川
御
門
よ
り
可
=
出
仕
之
仰
馬
事

行
三
+
人
税
等
者
・
役
所
金
谷
御
辰
敷
溢
に
有
v
之
部
候
保
・
可
V

柿崎
“

勝
手
次
第
↓
且
又
右
民
可
ν
舵制
品
者
・
御
近
習出制
中
吟
味
仕
可
a
利
同
一
回
U

被
a

仰
向
一
左
之
泊
今
日
入
n

御
覧
-
相
極
也
。

金
谷
七
十
間
御
門
往
来
之
党

一
、
御
央
小
将
之
内
八
人

右
常
往
来
可
ν
仕
候。

て

御
馬
車
中
行
弁
支
配
之
者

一
、
問
御
門
御
帯
人

一
、
所
々
御
棒
所
御
帳
付

て

三
+
人
頭
弁
支
配
之
4
4

一
、
御
奥
小
終
附
御
徒
横
目

右
勝
手
次
第
往
来
可
v
仕
候。

一
、
定
格
御
馬
姐
御
格
調

何
回

手卸

敏

て
央
表
御
納
戸
港
行

。
七
十
関
長
屋

此
の
長
屋
は
仰
ち
乞
十
山
門
を
い
へ

p
o
図
部
品
披
問
答
に
、
九
十

間

五
十
間
四
+
間
七
+
間

長
屋
は
、
共
の
ケ
所
何
方
陀
候
向
。

答
云
。
九
十
間
長
屋
四
十

m長
屋
は
、
三
，丸
射
乎
問調
風
格
古
所
の

積
、
奥
力
番
所
の
後
、
公
事
場
之
高
陀
見
る
長
屋
也
。
四
十
問
長
屋

は
.
九
十
間
長
屋
之
後
也
。
五
十
問
長
屋
は
.橋
爪
門
綬
き
紫
式
首
恥
前

也
。
七
十
間
長
屋
は
、
兆
一
右
衛
門
坂
之
下
に
候
。
と
あ
り
て
‘
従
前
披

中
の
長
屋
は
、
所
開
多
門
と
い

へ
る
楼
門
の
分
は
‘
必
・
宇
長
屋
と
門

と
を
銑
ね
た
hν
。
七
十
間
長
屋
即
ち
赴
也
。
叉
共
の
名
目
は
間
放
を

以
て
稀
せ
り
。
故
に
九
十
問
或
は
七
十
間
程
ど
呼
べ
り
。
金
城
探
秘

机陣陀
、
七
千
間
長
屋
御
門‘

御
長
屋
七
十
問
之
名
目
な
る
故
K
、
七

十
問
御
門
と
い
ふ
獄
。
右
御
長
屋
は
味
噌
蹴
と
申
す
名
目
に
て
被
日仰

付
-之
由
。
と
あ
り
。
今
按
宇
る
花
、
七
十
間
長
口
血
を
味
噌
械
と
の
名

目
に
て
被
ι
仰
付
-
と
は
、
如
何
た
る
山
総
な
ら
ん
か
。
若
し
く
は
覚

永
の
頃
命
ぜ
ら
れ
し
時
、
軍
用
の
味
府
磁
の
震
に
建
築
あ
り
た
る
K

ゃ
。
都
て
城
中
の
長
田
昌
と
い
ふ
も
の
は
、
共
の
覧
席
倉
な
り
。
さ
て

此
の
七
十
間
長
屋
は
.
七
十
閉
門
と
同
じ
く
、
立
永
十
二
年
の
火
災

以
後
建
築
あ
り
し
古
古
池
作
な
り
し
か
ど
、
明
治
二
年
二
月
十
八
日

四




